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別表十(五)
｢18｣、｢33｣、｢38｣、｢43｣又は｢48｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

P44参照



法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

収用換地等の場合の所得の特別控除 00217 ｢18｣欄の金額

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第65条の３第１項 00218 ｢33｣欄の金額

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第65条の４第１項 00358 ｢38｣欄の金額

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

第65条の５第１項 00220 ｢43｣欄の金額

別表十(五)
　｢18｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

｢第65条の２第１項｣、｢第65条の２
第２項｣若しくは｢第65条の２第７
項｣又は｢租税特別措置法施行令第
39条の３第６項｣

　｢33｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

農地保有の合理化のために農地等を譲渡
した場合の所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を
譲渡した場合の所得の特別控除

特定土地区画整理事業等のために土地等
を譲渡した場合の所得の特別控除

　｢38｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

　｢43｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。

法人税関係特別措置 ①租税特別措置法の条項 ②区分番号 ③適用額

特定の長期所有土地等の所得の特別控除 第65条の５の２第１項 00221 ｢48｣欄の金額

　｢48｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。
　ただし、震災特例法の規定により適用を受けた場合には、適用額明細書の記載は必要ありません。
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